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議案第３３号         

 

令和８年度双葉町下水道事業会計予算    

     

（総 則）         

第１条 令和８年度双葉町下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）         

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。      

(１) 接続戸数              ２００戸 

(２) 年間総排水量       １６２,３８９㎥   

(３) 一日平均排水量           ４８０㎥    

(４) 主な建設改良事業   

管路建設事業    １０２，１３８円  

  

（収益的収入及び支出）       

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。  

      収     入      

第１款   下水道事業収益  １，０８６，９４８千円  

第１項  営業収益            ２，４８１千円  

第２項  営業外収益       １，０８４，４６７千円 

      支     出     

第１款   下水道事業費用   １，０８６，９４８千円 

第１項  営業費用   １，０７９，４７１千円  

第２項  営業外費用            ７，３７７千円  

第３項  予備費           １００千円  

 

（資本的収入及び支出）     

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

    収     入     

第１款   資本的収入    １６３，７４１千円  

第１項  他会計補助金    １６３，７４０千円   

第２項  負担金等           １千円 

     支     出     

第１款   資本的支出      １６３，７４１千円 

第１項  建設改良費         １０２，１３８千円 

第２項  企業債償還金          ６１，６０３千円 



75 
 

 

（一時借入金）       

第５条 一時借入金の限度額は、１００，０００千円と定める。 

   

（予定支出の各項の経費の金額の流用）      

第６条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次の 

とおりと定める。         

（１）営業費用、営業外費用及び特別損失の相互間の流用 

   

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）    

第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金 

額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会 

の議決を経なければならない。       

（１）職員給与費   １０，０６２千円    

  

（他会計からの補助金）        

第８条 下水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受け 

る金額は、８１０，８３７千円である。     

   

令和８年３月１０日提出  

 

                   双葉町長 伊澤 史朗 


